
(証券コード 6339)

平成28年６月６日

株　主　各　位
名古屋市中村区名駅三丁目28番12号

新 東 工 業 株 式 会 社
取締役社長 永  井 　 淳

第119回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第119回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席くださいますようご案内申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議

決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考

書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申しあげま

す。

[書面による議決権の行使]

　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、

平成28年６月23日(木曜日)午後５時15分までに到着するようご返送く

ださい。

[インターネットによる議決権の行使]

　３頁から４頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」

をご参照のうえ、平成28年６月23日(木曜日)午後５時15分までに賛否を

ご入力ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬 具

記

１.日 時 平成28年６月24日(金曜日)午前10時

２.場 所 名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

ミッドランドホール(ミッドランドスクエア オフィスタワー ５階)
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３.会議の目的事項

報 告 事 項 1.第119期(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで)

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査

役会の連結計算書類監査結果報告の件

2.第119期(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで)

計算書類報告の件

決議事項

 ＜会社提案(第１号議案から第３号議案まで)＞

　第１号議案 取締役１１名選任の件

　第２号議案 監査役１名選任の件

　第３号議案 取締役賞与支給の件

 ＜株主提案(第４号議案)＞

　第４号議案 取締役１名選任の件

　株主提案(第４号議案)にかかる議案の要領は、後記株主

総会参考書類(54頁)に記載のとおりであります。

４.議決権の行使に関する事項

　書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、イン

ターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただき

ます。

　また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合

は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。パソコン、スマ

ートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使

された内容を有効とさせていただきます。

以 上

◎総会当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願いいたします。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じ
た場合は、当社ホームページ(http://www.sinto.co.jp/)に掲載いたしますので、
ご了承願います。
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＜インターネットによる議決権行使のご案内＞

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のう

え、行使していただきますようお願い申しあげます。インターネットによる議

決権行使は、平成28年６月23日(木曜日)の午後５時15分まで受け付けいたしま

すが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデス

クへお問い合わせください。なお、当日ご出席の場合は、書面またはインター

ネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要でございます。

記

１．議決権行使サイトについて

（１）インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまた

は携帯電話（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）[※]から、当社の

指定する議決権行使サイト（ http://www.evote.jp/ ）にアクセスし

ていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時

から午前５時までは取り扱いを休止します。）

[※]「ｉモード」は(株)ＮＴＴドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、

「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

（２）パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット

接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルス

ソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗

号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環

境によっては、ご利用できない場合もございます。

（３）携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイの

いずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のた

め、TLS暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対

応しておりません。

２．インターネットによる議決権行使方法について

（１）議決権行使サイト（ http://www.evote.jp/ ）において、議決権行使

書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用

いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
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（２）株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権

行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使

サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますので

ご了承ください。

（３）株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワー

ド」をご通知いたします。

３．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接

続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の

場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になり

ますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

以　上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

・電話　0120-173-027（受付時間　9:00～21:00、通話料無料）
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(添付書類)
事 業 報 告

( 平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで )

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過および成果

　当連結会計年度の経済状況は、海外では、米国経済は堅調な雇用状況や消

費などにより、自動車業界を中心に改善傾向が進みましたが、欧州は底を打

ったものの停滞感を払拭できず、また、過剰設備を抱える中国やブラジル経

済は失速が鮮明となりました。国内は、輸出関連企業を中心に企業収益の改

善が進むとともに、設備投資の緩やかな回復傾向などにより、総じて底堅い

状況が継続いたしました。

　当社グループの事業環境につきましては、海外では、欧州や中国・アセア

ン市場で自動車関連の設備投資が鈍化いたしましたが、国内では、堅調な自

動車関連の設備需要に加え、表面処理装置や鋳造設備の更新需要が、政府に

よる投資補助金もあり伸長するとともに、設備稼働率の向上に伴う投射材や

メンテナンス部品などのアフターマーケット需要が底堅く推移しました。

　このような情勢のもと、連結受注高は93,730百万円(前期比0.1％減)、連結

売上高は94,232百万円(同1.0％増)、連結受注残高は29,066百万円(同1.7％

減)となりました。

　収益面につきましては、国内需要の大幅な増加に対して、工場の生産体制

の進捗管理を徹底し、受注確保に努めると共に、パターン化やモジュール化

により、技術や生産での工数増加を抑制しつつ、売上高を大きく増加できた

ため、連結営業利益は5,712百万円(同69.1％増)となりました。連結経常利益

は、為替差損503百万円、持分法による投資損失337百万円の営業外費用の発

生があり、5,536百万円(同25.5％増)を計上し、親会社株主に帰属する当期純

利益は、ブラジル経済の悪化や中国市場の減速の影響を受け、海外子会社等

の減損損失748百万円があり、2,706百万円(同2.6％増)となりました。

　(注)　当報告中における金額数値は表示単位未満を切り捨てており、比率および単

位当たり数値は表示未満を四捨五入しております。
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　企業集団の製品は各事業にわたって販売されており、当連結会計年度にお

ける事業別の売上高の内容と実績および連結営業利益は以下のとおりであり

ます。

　また、事業別の売上高につきましては、事業間取引の相殺消去前の数値で

あります。

鋳造事業

　増産対応の自動車部品向け鋳造装置を中心に、幅広い分野での更新によ

る国内需要によって下支えされましたが、欧州やアジア市場など海外での

需要動向が低調であったため、売上高は、29,590百万円(同7.9％減)となり

ました。

　営業利益は、国内市場で原価率が大きく改善し、1,346百万円(同9.7％

増)となりました。

表面処理事業

　自動車・航空機部品向けショットピーニングマシンをはじめ、鉄骨向け

ショットブラスト装置の売上が、投資補助金の後押しもあり好調に推移し

ました。装置に使用する投射材は、装置の稼働率向上により国内市場で堅

調に推移し、当分野全体の売上高は、40,437百万円(同3.4％増)となりまし

た。

　営業利益は、装置の増収効果に加えて営業及び設計段階から製造効率化

を十分考慮した試みが功を奏し、4,790百万円(同44.9％増)と大幅に増加し

ました。

環境関連事業

　中・大型の集塵装置が鋳造・アルミ・セメント業界などで弱含みました

が、工作機械向け小型汎用集塵機およびコンバーティング業界向けＶＯＣ

ガス浄化装置の需要が伸び、売上高は、11,247百万円(同13.1％増)となり

ました。

　営業利益は、増収効果により、847百万円(同16.9％増)となりました。

搬送事業

　北米市場で自動車部品向け搬送装置が伸びるとともに、国内市場では、

物流関連向けコンベアが、食品関連向けシザーリフトがそれぞれ堅調に推
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移し、また、福祉・医療向けレンタル用途の段差解消機の寄与があり、売

上高は、6,020百万円(同15.8％増)となりました。

　営業利益は、売上高の増加により、262百万円(同40.8％増)となりまし

た。

特機事業

　液晶パネル向けハンドリングロボットの売上は低迷しましたが、自動車

部品生産設備向けサーボシリンダ、精密貼りあわせ装置や検査装置が堅調

に推移するとともに、有機ＥＬ向け精密測定装置の貢献があり、当分野の

売上高は、8,080百万円(同0.6％増)となりました。

　営業利益は、原価改善を進めたことにより、71百万円(前期は390百万円

の損失)となり、黒字に転換いたしました。

企業集団の事業別売上高の状況

期　別
区　分

第119期
(当連結会計年度)
27/4/1～28/3/31

第118期
(前連結会計年度)
26/4/1～27/3/31

前　期　比
増・減(△)

鋳 造 事 業
百万円 ％ 百万円 ％ ％

29,124 30.9 31,613 33.9 △7.9

表 面 処 理 事 業 40,436 42.9 39,090 41.9 3.4

環 境 関 連 事 業 10,844 11.5 9,476 10.1 14.4

搬 送 事 業 5,910 6.3 5,147 5.5 14.8

特 機 事 業 7,799 8.3 7,825 8.4 △0.3

そ の 他 事 業 117 0.1 104 0.1 12.0

合 計 94,232 100 93,258 100 1.0

うち海外売上高 37,322 39.6 40,814 43.8 △4.2

（注）上記金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。
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(2) 設備投資等の状況

　当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は3,208百万円

で、その主なものは、以下のとおりであります。

鋳 造 事 業

①青島新東機械有限公司(中国)の工場の新設

②台湾新東機械股份有限公司(台湾)の工場の新設

③鋳造工場耐震補強工事および自硬性設備の新設

共 通
①基幹電算システムの更新

②プロダクションセンター工場の新設

(3) 資金調達の状況

　当連結会計年度において、企業買収資金に充当するため、長期借入金とし

て、株式会社三菱東京UFJ銀行を幹事とするシンジケートローン22億円を含

む、30億円の資金調達を実施しました。

(4) 対処すべき課題

　今後の経済見通しにつきましては、海外では、米国経済は着実な成長が持

続していくものと予想されますが、不安要因を多く抱える欧州は、不透明な

状況が継続し、中国経済は成長鈍化による減速の影響が懸念されます。国内

においては、為替環境や原油価格の動向によっては、景気の下振れリスクが

顕在化することも予想され、予断を許さない状況が続くものと思われます。

　当社グループの事業環境につきましては、海外では、中国での過剰設備や

ブラジルでの経済低迷の影響が懸念される一方、メキシコなどでは日系を中

心とした堅調な自動車関連の設備需要が期待されます。国内では、アフター

マーケットである設備のメンテナンスや消耗品の需要継続が見込まれますが、

円高により輸出環境が悪化した場合には、自動車関連の設備投資意欲の阻害

要因となることに留意が必要です。

　こうした情勢下、当社グループは、２年目となる新中期計画

「Ｖｉｔａｌ　Ｓｉｎｔｏ」の達成を目指して、北米・メキシコ、中国・アセアン市場

などへ戦略商品の拡販を推し進めるとともに、機械設備を納入したお客様へ

は遠隔支援システムなどの設備を止めない「予防保全」と情報技術を活用し

た「事後保全」を実施する信頼のサポート「Ｓｉｎｔｏ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｓｙｓｔｅｍ」
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を海外拠点と連携してグローバルに展開してまいります。また、国内では、

事業の選択と集中を断行し、製造拠点や既存事業の見直しを行うとともに、

電気の裾野の開拓や医療分野への展開など「新商品」「新サービス」「新事

業」の創出に挑戦することに加え、新基幹システムを構築することによって

経営のスピード化と効率化を目指し、徹底したコスト削減と付加価値の増大

に取り組み、売上の拡大と収益の確保に努めます。

　株主の皆様には、今後とも一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申

しあげます。

(5) 財産および損益の状況の推移

期 別
区 分

第116期
24/4～25/3

第117期
25/4～26/3

第118期
26/4～27/3

第119期(当期)
27/4～28/3

売 上 高
百万円 百万円 百万円 百万円

83,200 89,105 93,258 94,232

親会社株主に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

百万円 百万円 百万円 百万円
5,271 2,824 2,637 2,706

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

円 円 円 円
97.10 52.02 48.58 50.57

総 資 産
百万円 百万円 百万円 百万円

116,358 126,908 146,315 139,207

純 資 産
百万円 百万円 百万円 百万円

76,648 85,114 95,278 88,899
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(6) 重要な子会社の状況および企業結合等の状況

①重要な子会社の状況

会 社 名 資本金
当 社 の
出資比率

主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 メ イ キ コ ウ
百万円 ％ 運搬・搬送機械、ハンドリング

ロボットの製造、販売200 82.0

新東ブイセラックス株式会社 90 100.0
セラミックス製品、研磨材・研
削材等の製造、販売

株式会社シーエフエス 30 85.0 当社およびグループ会社製品の販売

藤 和 電 気 株 式 会 社 24 100.0 鋳造工場用設備機械の製造、販売

新東エスプレシジョン株式会社 90 100.0 精密計測機器の製造、販売

ハインリッヒワグナーシントー
マシーネンファブリーク社

百万ユーロ

2 100.0
欧州における鋳造工場用設備機
械の製造、販売

シ ン ト ー ア メ リ カ 社
千米ドル

60 100.0 米国子会社の管理、運営

ロ バ ー ツ シ ン ト ー 社
千米ドル

2,000
0.0

(100.0)
米国における鋳造装置、搬送装置および
サンドコーティング設備の製造、販売

サンドモールドシステムズ社
千米ドル

77
0.0

(100.0)
米国における鋳造装置の製造、販売

ナショナルピーニング社 千米ドル

100

0.0
(100.0)

米国における表面処理の受託加工

青島新東機械有限公司 百万元

114 95.0

中国における鋳造装置、表面処
理装置および部品の製造、販売

シントーブラジルプロドゥトス社
百万レアル ブラジルにおける鋳造装置、表面処理

装置および投射材の製造、販売37 99.0

韓国新東工業株式会社
百万ウォン 韓国における鋳造装置、表面処理装置

および投射材の製造、販売5,000 70.0

新東工業商貿（昆山）有限公司
百万元 中国における鋳造装置、表面処理装置

の販売10 100.0

浙江新東鋼丸有限公司
百万元

中国における投射材の製造、販売59 100.0

（注）(　)内数字は、間接保有による出資比率であります。
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②重要な企業結合等の状況

(1)当社は、平成27年5月に、鋳造設備、特に中子造型機に関する協業を図

るため、中子造型機等のメーカーであるレンペメスナー社（現社名：

レンペメスナーシントー社。ドイツ）の持分４０％を取得し、持分法適

用の関連会社としました。

(2)当社は、平成27年12月に、表面処理事業の拡充のため、カットワイヤー

投射材メーカーであるフロン社（ドイツ）の持分４０％を追加取得し、

８０％所有の連結子会社としました。

(7) 主要な事業内容

事 業 区 分 主 要 な 製 品 内 容

鋳 造 事 業
鋳型造型装置、Ｖプロセス装置、鋳物砂処理装置、自動注湯装

置、サンドコーティング設備、鋳造分野部分品、耐摩耗材 等

表面処理事業

ショットブラストマシン、エアーブラストマシン、ショットピ

ーニングマシン、バレル研磨装置、精密ブラシ研磨装置、高精

度微細加工装置、表面処理受託加工、表面処理分野部分品、投

射材、研磨材 等

環境関連事業
集塵装置、脱臭装置、廃水処理装置、ＶＯＣガス浄化装置、環

境関連分野部分品 等

搬 送 事 業 昇降装置、段差解消機、グラビティコンベア、搬送システム 等

特 機 事 業

液晶パネル製造装置、同自動ライン(供給・搬送装置含む)、ハ

ンドリングロボット、サーボシリンダ、検査・測定装置、精密

計測装置、精密プレス装置、粉粒体処理装置、ディスパライザ

ー、電池原料供給装置、セラミックス製品、型、成形装置、自

動車用ドア組立装置、特機関連分野部分品 等

そ の 他 事 業 機械設計、情報関連、福利厚生事業 等
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(8) 主要な営業所および工場

① 当社

本 社 本社(名古屋市)

支 店

東京支店(埼玉県川口市)

中部支店(愛知県北名古屋市)

大阪支店(大阪市)

事 業 所

豊川製作所(愛知県豊川市)

一宮事業所(愛知県豊川市)

大崎事業所(愛知県豊川市)

新城事業所(愛知県新城市)

幸田事業所(愛知県額田郡幸田町)

西春事業所(愛知県北名古屋市)

大治事業所(愛知県海部郡大治町)

九州事業所(福岡県鞍手郡鞍手町)

② 子会社

国 内

株式会社メイキコウ(愛知県)

新東ブイセラックス株式会社(愛知県)

株式会社シーエフエス(新潟県)

藤和電気株式会社(愛知県)

新東エスプレシジョン株式会社(神奈川県)

海 外

ハインリッヒワグナーシントーマシーネンファブリーク社(ドイツ)

シントーアメリカ社（アメリカ)

ロバーツシントー社（アメリカ）

サンドモールドシステムズ社（アメリカ）

ナショナルピーニング社（アメリカ）

青島新東機械有限公司(中国)

シントーブラジルプロドゥトス社(ブラジル)

韓国新東工業株式会社（韓国）

新東工業商貿（昆山）有限公司（中国）

浙江新東鋼丸有限公司(中国)
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(9) 従業員の状況

区　分 国　　内 海　　外 合　　計

従 業 員 数 2,150名 1,670名 3,820名

（注）当社の従業員数は1,628名であります。

(10) 主要な借入先

借 入 先 借 入 額

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 10,200百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,800百万円

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ 1,192百万円

株式会社みずほフィナンシャルグループ 1,128百万円

 (注) シンジケートローンは、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を幹事とする協調融資によ

るものです。
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２．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 230,476,000株

(2) 発行済株式の総数 54,580,928株(自己株式1,172,078株を含む)

(3) 株主数 4,423名

(4) 上位10名の株主

株 主 名 持 株 数 持株比率

千株 ％
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,289 4.28

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 2,276 4.26

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 2,241 4.19

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,755 3.28

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,668 3.12

公 益 財 団 法 人 永 井 科 学 技 術 財 団 1,405 2.63

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 1,092 2.04

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,001 1.87

C G M L  P B  C L I E N T  A C C O U N T / C O L L A T E R A L 953 1.78

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 909 1.70

（注）1.当社は自己株式1,172,078株を保有しておりますが、上位10名の株主から除外

しております。

2.持株比率は発行済株式の総数から自己株式を控除して算出しており、表示単位

未満を切り捨てて表示しております。
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

地　位 氏　名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役

取締役会長
平 山  正 之

〔重要な兼職の状況〕

株式会社メイキコウ取締役

シントーアメリカ社取締役

代表取締役

取締役社長
永 井  淳

〔重要な兼職の状況〕

ハインリッヒワグナーシントーマシーネンファブ

リーク社代表取締役

シントーアメリカ社取締役

公益財団法人永井科学技術財団理事長

専務取締役 平 井  修 司

社長補佐、ものづくり統括

〔重要な兼職の状況〕

サイアムブレーター社代表取締役

専務取締役 裏 辻  育 久 社長補佐、営業統括、営業本部長

常務取締役 久 野  恒 靖 営業本部副本部長

取 締 役 伊 澤  守 康
開発部門管掌、技術・開発センター長、鋳物事業

部長

取 締 役 高 橋  信 次 技術部門管掌

取 締 役 谷 口  八 束 管理部門管掌、人事部長

取 締 役 小 澤  正 俊

取 締 役 山 内  康 仁

監査役(常勤) 夏 目  俊 信

監査役(常勤) 川 上  和 明

監 査 役 柴 田  稔 久
〔重要な兼職の状況〕

株式会社日本ヴィクシー・コーポレーション代表取締役

監 査 役 唐 木  康 正
〔重要な兼職の状況〕

エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役

 (注) 1.平成27年６月24日開催の第118回定時株主総会において、山内康仁氏は取締役

に、川上和明氏は監査役に選任され、就任いたしました。

2.平成27年６月24日開催の第118回定時株主総会終結の時をもって、岩瀬豊氏は

監査役を退任いたしました。
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3.取締役 小澤正俊および山内康仁の両氏は、社外取締役であります。

4.監査役 柴田稔久および唐木康正の両氏は、社外監査役であります。

5.社外取締役の小澤正俊および山内康仁ならびに社外監査役の柴田稔久および

唐木康正の４氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所

が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。

(2) 取締役および監査役の報酬等の額

取締役 10名 279,940千円

監査役　5名 51,450千円

 (注) 1.社外取締役2名および社外監査役2名に対する報酬等の額は31,800千円であり、

上記報酬等の額に含まれております。

2.取締役の報酬限度額は、平成21年６月26日開催の第112回定時株主総会におい

て月額37,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいて

おります。

3.監査役の報酬限度額は、平成18年６月28日開催の第109回定時株主総会におい

て月額4,500千円以内と決議いただいております。

4.報酬等の額には、平成27年６月24日開催の第118回定時株主総会終結の時をも

って退任いたしました監査役1名の在任中の報酬額を含めております。

5.報酬等の額には、本総会において付議いたします取締役(８名)賞与支給予定

額の70,000千円が含まれております。

(3) 社外役員に関する事項

① 他の会社との兼任状況(他の会社の業務執行者である場合)および当社と

当該他の会社との関係

・監査役柴田稔久氏は、株式会社日本ヴィクシー・コーポレーションの代表

取締役を兼務しております。なお、当社は株式会社日本ヴィクシー・コー

ポレーションとの間には特別の関係はありません。

・監査役唐木康正氏は、エムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役を

兼務しております。なお、当社はエムエスティ保険サービス株式会社との

間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
ア.取締役会および監査役会への出席状況
・取締役小澤正俊氏は、16回開催の取締役会に15回出席しております。
・取締役山内康仁氏は、11回開催の取締役会に10回出席しております。
・監査役柴田稔久氏は、16回開催の取締役会に16回出席し、同様に16回開
催の監査役会には16回出席しております。
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・監査役唐木康正氏は、16回開催の取締役会に15回出席し、同様に16回開
催の監査役会には15回出席しております。

イ.取締役会における発言状況
・取締役小澤正俊氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識によ
って、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を
行っております。

・取締役山内康仁氏は、自動車および自動車部品メーカーの経営者として、
モノづくりに関する豊富な実務経験と高い見識によって、取締役会の決
定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

・監査役柴田稔久氏は、国内外での情報システムに係わるビジネス経験と
コンプライアンス経営に関する豊富な知識および経営者としての視点に
よって、取締役会の決定の適正性を確保するための発言を行っておりま
す。また、監査役会において、適宜必要な発言を行っております。

・監査役唐木康正氏は、金融関係業務で培った高い見識に加え、製造業や
サービス業の経営に関与した幅広い実務経験によって、客観的な視点で
取締役会の決定の適正性を確保するための発言を行っております。また、
監査役会において、適宜必要な発言を行っております。

③ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法427条第1項に基づく責
任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令
に定める最低責任限度額としております。

４．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 36,100千円
② 当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭

その他の財産上の利益の合計額 36,100千円
（注）1.当社と会計監査人との監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に

対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を明確
に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できませんので、上記①の報酬
等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2.監査役会は公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携
に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績、監査計画の内容、
会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるか
どうか等について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会
社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人が、会社法第340条第１項各号いずれかに該当すると認められ
る場合、監査役会は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査役会が選定した監査役が解任後最初に招集される株主総
会において、解任した旨と解任の理由を報告いたします。
　また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発
生により、適正な職務の執行に支障があると認められる場合には、監査役会
は、会計監査人の不再任を株主総会に提案いたします。
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５．会社の体制、当該体制の運用状況および方針

(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制その他業務並びに当社およびその子会社から成る企業集団（以下、当社
グループという）の業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用
状況
　当社は、「内部統制システムに関する基本方針」として、取締役会におい
て下記の事項を決議のうえ、下記のとおり運用しております。

１． 当社取締役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制
および当該体制の運用状況

(1)当社取締役会の議題、付議事項に関する資料や当社取締役会議事録を
法律の規定に基づいて作成し、保存年限に従って保存・管理する。

(2)当社業務執行に関する情報となる決裁承認申請書、その添付資料、当
社代表取締役が参画する会議体や各種委員会等の議事録、当社の権利・
義務を証する契約書類、経理・会計書類、会計帳簿などのほか、重要な
業務執行関連文書を保存年限に従って保存・管理する。

(3)上記の保存・管理および情報へのアクセスに関しては、文書管理規程
で定めるものとする。また、文書管理規程の改定にあたっては、取締役
会の承認と監査役会の了承を得る。

（運用状況）
取締役、監査役および監査室は、その職責を果たすため、当期、必要に応
じ、取締役会議事録、決裁承認申請書等の記録を閲覧しまたはその写しを
入手しております。

２． 当社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制および当該体制の
運用状況

(1)当社の会社経営を取り巻く主要リスクに関しては、リスクカテゴリー
による所管部署を明確化して、必要なリスク個別管理体制を整備する。

(2)個別管理のみならず当社に係わる主要リスクの総体については、これ
を網羅的・総括的に管理するため、リスクマップに可視化するとともに
優先順位化して、リスクの把握、分析、対応策の立案・実施、評価・フ
ォローを行う。

(3)リスク管理の基本となるリスク管理規程およびこれに関連する個別規
定を制定する。

(4)リスクカテゴリーごとに行動指針・マニュアルを整備し、その理解促
進のための研修・教育を実施する。

（運用状況）
当社を取り巻く主要リスクに関して、リスクマップに可視化のうえ、取締
役会に報告しました。また、当期に改定したマニュアルについて、理解促
進のための教育を実施しました。
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３． 当社取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するため
の体制および当該体制の運用状況

(1)経営計画のマネジメント体制
①経営理念、使命(ミッション)など経営の基本方針を明確にして、これ
を機軸に中期経営計画、年度経営計画を策定し、ここで決定された業
績を含めた経営目標、経営戦略の達成のために、業務執行ラインにお
いて各部門や各管理職の計画・目標に落とし込み、それらの目標の連
鎖により事業運営を行う。

②経営目標が予定どおり進捗しているかどうかの検証を毎月の取締役会
で行うとともに月次、四半期、半期、年間の業績報告を通じて必要な
打ち手を取締役会で審議・決定する。

(2)業務執行のマネジメント体制
①取締役会規則および取締役会運営内規に従って、取締役会に付議し決

定すべき業務執行の重要案件の基準を明確にする。
②執行役員制度を導入して、取締役会を意思決定機能および監督機能に

特化させるとともに定常業務の執行を執行役員に権限委譲することに
より、業務執行を効率化・迅速化し、責任の所在を明確化する。

③職務権限規程、業務分掌規程に従って、日常の業務執行は執行役員の
権限と責任のもと、更に職制ラインに順次権限と職責が適切に委譲さ
れ、各レベルの責任者が適時的確に意思決定する。

（運用状況）
代表取締役社長は、各部門との議論をふまえて中期経営計画、年度経営計
画および必要な施策を決定し、進捗状況の報告を受け、進捗状況を取締役
会に報告しております。
取締役、執行役員等は、関連規程に従い、分担して職務を執行しておりま
す。

４． 当社取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確
保するための体制および当該体制の運用状況

(1)当社役職員が法令・定款を遵守するとともに高い倫理観を持つための
行動と心構えを定めた「新東企業倫理行動指針」とその具体的な行動マ
ニュアルを策定して周知徹底を図る。

(2)取締役会規則に基づいて、過半数の社外役員で構成する「指名・報酬
委員会」を設置して、取締役・監査役の指名・報酬等の基本方針に関す
る事項および指名・評価・報酬について、審議・決議のうえ、取締役会
に付議する。

(3)「ＣＳＲ委員会」を設置して、ＣＳＲ活動の計画と推進を行うととも
に、ＣＳＲ活動の周知徹底を図ることによりコンプライアンス体制を構
築する。

(4)監査室を設置して、社内の内部統制状況を定期に監査する。
(5)当社の役職員が当社法務部門または外部の弁護士に対して直接通報を

行うことができる「新東スピークアップ制度」を整備する。
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(6)社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、
平素からの弁護士等の外部専門機関と緊密な連携により毅然と対応し、
不当要求に対しては、組織的な対応によって断固として対決する。

(7)新入社員、中堅社員、新任管理職等の階層別および営業担当者向け、
管理担当者向けなどの職種別の教育制度を推進して、必要な知識の習得
と倫理観の向上を図る。

（運用状況）
・「新東企業倫理行動指針」の遵守状況を事業所単位で確認するととも
に、階層別研修を実施しました。

・「指名・報酬委員会」を設置して、取締役・監査役の指名・報酬等につ
いて、審議・決議のうえ、取締役会に付議しました。

・監査役監査、会計監査人監査、内部監査を行っており、相互に、密に情
報交換を行い、必要に応じて改善提案を行いました。

・内部通報窓口を社内と外部に設置して社内に周知し、事実申告に対応し
ています。社内に周知する際に、不利益な取扱いの禁止も明示していま
す。なお、当期、重大な法令違反等に関わる内部通報案件はありません
でした。

５． 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制および当該体
制の運用状況

(1)当社グループ会社の役職員の職務の執行に係る事項の当社への報告に
関する体制

・当社は、当社が定めるグループ管理規程により、当社グループ会社の
営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な
報告を義務づける。また、当社取締役会規則に該当する重要な案件に
ついては、当社の取締役会においても審議、承認を要する。

(2)当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規
程を制定し、同規程においてリスクカテゴリーごとの責任部署を定め、
グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。

(3)当社グループ会社の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制
①当社は、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、各

事業年度のグループ全体の重点経営目標を審議のうえ定め、地域別・
事業別に194のプロジェクトテーマを設定して、進捗状況を定期的にレ
ビューし、対応策を相互に確認して実施する。

②当社は、当社グループにおける職務分掌、権限および意思決定その他
の組織に関する基準を定め、当社グループ会社にこれに準拠した体制
を構築させる。

(4)当社グループ会社の職務の執行が法令および定款に適合することを確
保するための体制

①当社は、「新東企業倫理行動指針」を制定し、当社グループのすべて
の役職員に周知徹底する。
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②海外グループ会社を含む当社グループのすべての役職員に適用する
「Ｓｉｎｔｏ　Ｂｅｌｉｅｆｓ」を制定し、企業倫理行動指針、安全
方針、環境方針および品質方針を周知徹底する。

③当社国内グループ会社においては、各会社の規模に応じて、適正数の
監査役を配置する。

④当社は、当社国内グループ会社の役職員に対し、年１回以上、コンプ
ライアンスに関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る
とともに、グループ会社の社長が参画する社長会を定期的に開催して
コンプライアンスに関する周知徹底を図る。

⑤当社の監査室は、内部監査規程、グループ会社管理規程に基づき、各
グループ会社に対し、年１回の内部監査を実施する。

⑥当社は、当社国内グループ会社の役職員が当社法務部門または外部の
弁護士に対して直接通報を行うことができる「新東スピークアップ制
度」を整備する。

⑦当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、一般に公
正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、関
連規程の整備を図るとともに適切に報告する体制を整備し、その体制
の整備・運用状況を定期的・継続的に評価する仕組みを構築する。

（運用状況）
・当社は、関係規程に従い、当社グループ会社の営業成績その他の重要な
情報について報告を受け、必要に応じて、当社取締役会において、審
議、承認を受けました。

・当社の国内グループ会社におけるリスクマップについて報告を受け、グ
ループ全体のリスクの把握に努めました。

・国内グループ会社の監査役に対し、コンプライアンス等に関する研修を
行いました。

・その他、上記体制に従い、適正に運用を行いました。

６． 当社監査役がその職務を補佐すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する体制および当該使用人の取締役会からの独立
性および指示の実効性の確保に関する事項ならびに当該体制の運用状況

(1)当社監査役の求めがあった場合は、その職務を補佐すべき使用人とし
て適切な人材を配置する。

(2)当社監査役の職務を補佐すべき使用人の職務執行に関しては、当社取
締役会からの独立性を保つ体制を確保する。

（運用状況）
当社管理部門の担当者が補助しています。

７． 当社および当社グループ会社の取締役および使用人が当社監査役に報
告するための体制および当該体制の運用状況

(1)当社監査役の当社社内重要会議への出席の他、決裁承認申請書、重要
会議の議事録、重要な報告書等の当社重要書類を当社監査役に回付する
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とともに、必要に応じて閲覧できるシステムを確保する。
(2)当社および当社グループの役職員は、当社監査役から業務執行に関す
る事項について報告を求められたときには、速やかに適切な報告を行
う。

(3)当社および当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社また
は当社の子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき
は、直ちに当社監査役に対して直接報告を行う。

(4)当社監査室は、定期的に当社監査役に対する報告を実施し、当社およ
び当社グループにおける内部監査等の状況を報告する。

(5)当社の内部通報制度の担当部署は、当社および当社グループの役職員
からの内部通報の状況を定期的に報告する。

（運用状況）
・当社の内部通報制度の担当部署は、当社および当社グループの役職員か
らの内部通報の内容および対応状況を監査役に報告しました。

・その他、上記体制に従い、適正に運用を行いました。

８． 前条の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制および当該体制の運用状況

(1)当社は、当社監査役へ報告を行った役職員に対し、当該報告を行った
ことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グル
ープの役職員に周知徹底する。

(2)当社はグループのリスク管理規程において、当社グループの役職員が
当社監査役に対して直接通報を行うことができることを定めるととも
に、当該通報をしたこと自体による解雇その他の不利益取扱いの禁止を
明記する。

（運用状況）
・上記体制について、取締役会において決議しました。

９．当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続
その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方
針に関する事項および当該体制の運用状況

(1)当社は、当社監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法
388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において
審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に
必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処
理する。

(2)当社は、当社監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するた
め、毎年、一定額の予算を設ける。

（運用状況）
当期監査計画に従った監査を実施するにあたって予算が不足する事態は
生じませんでした。
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１０． その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための
体制および当該体制の運用状況

(1)当社監査役と当社代表取締役や当社会計監査人との随時または定期の
面談・意見交換の機会を確保する。

(2)当社監査役が監査対象の事業所の長、部課長等の業務推進責任者との
直接面談する機会を確保し、情報収集の実効性を担保する。

（運用状況）
・法令に基づき、会計監査人から監査役に対し、事業年度の監査結果につ
き定期報告が行われました。また、監査役は、適宜、監査状況を会計監
査人から聴取しております。

(2) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　株主の皆様への利益配分は重要な経営課題の一つとの認識で、中長期的視

野による財務体質と経営基盤の強化に配慮しつつ、一定レベルでの安定的か

つ継続的な配当に加え、連結業績との連動性を考慮することを基本として、

財政状態、利益水準、配当性向等を総合的に勘案して実施してまいります。

内部留保金は、中長期的視野に立ったグローバルな事業展開および成長が期

待できる事業分野への優先的な投資への活用と併せて、経営体質強化、株主

還元のために有効活用してまいる所存であります。

　当期の剰余金の配当につきましては、連結業績を勘案して、平成28年５月

23日開催の取締役会決議により期末配当金を１株当たり８円(支払開始日 

平成28年６月７日)とし、中間配当金の１株当たり８円(支払開始日 平成27

年12月７日)と合わせて、年間配当金を前期と比べ２円増配の１株当たり16

円とさせていただきました。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成28年３月31日現在）
（単位・百万円：未満切捨）

科 目 金 額 科 目 金 額

資　産　の　部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

有 価 証 券

製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無形固定資産

の れ ん

リ ー ス 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

退職給付に係る資産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

79,950

21,917

36,030

8,691

3,005

5,575

3,196

1,001

1,101

△568

59,256

27,424

12,463

6,190

7,288

337

404

740

3,462

798

133

2,530

28,369

26,785

222

445

936

△19

負　債　の　部

流 動 負 債 28,821

支払手形及び買掛金 15,357

短 期 借 入 金 2,003

リ ー ス 債 務 183

未 払 法 人 税 等 1,418

賞 与 引 当 金 2,056

役 員 賞 与 引 当 金 121

プラント保証引当金 314

受 注 損 失 引 当 金 132

そ の 他 7,233

固 定 負 債 21,485

長 期 借 入 金 13,937

リ ー ス 債 務 314

繰 延 税 金 負 債 4,999

役員退職慰労引当金 328

環境安全対策引当金 59

退職給付に係る負債 1,089

資 産 除 去 債 務 104

そ の 他 653

負　債　合　計 50,307

純 資 産 の 部

株 主 資 本 75,819

資 本 金 5,752

資 本 剰 余 金 6,238

利 益 剰 余 金 65,304

自 己 株 式 △1,475

その他の包括利益累計額 8,720

その他有価証券評価差額金 7,314

為 替 換 算 調 整 勘 定 1,641

退職給付に係る調整累計額 △235

非支配株主持分 4,360

純 資 産 合 計 88,899

資　産　合　計 139,207 負債及び純資産合計 139,207
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連 結 損 益 計 算 書

( 自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日 )

（単位・百万円：未満切捨）

科 目 金 額

売 上 高 94,232

売 上 原 価 65,342

売 上 総 利 益 28,890

販売費及び一般管理費 23,177

営 業 利 益 5,712

営 業 外 収 益

受 取 利 息 177

受 取 配 当 金 551

そ の 他 364 1,094

営 業 外 費 用

支 払 利 息 163

為 替 差 損 503

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 337

そ の 他 266 1,270

経 常 利 益 5,536

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 72

段 階 取 得 に 係 る 差 益 19 91

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 6

固 定 資 産 廃 却 損 22

減 損 損 失 748

そ の 他 5 782

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,845

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,139

法 人 税 等 調 整 額 △215 1,924

当 期 純 利 益 2,921

非支配株主に帰属する当期純利益 214

親会社株主に帰属する当期純利益 2,706
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連結株主資本等変動計算書

( 自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日 )

（単位・百万円：未満切捨）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当 期 首 残 高 5,752 6,269 64,446 △1,309 75,158
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △805 △805
親会社株主に帰属
する当期純利益

2,706 2,706

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動
△7 △7

自己株式の取得 △1,500 △1,500
自己株式の消却 △1,170 1,170 -
自己株式の処分 104 343 448
役員報酬BIP信託によ

る自己株式の取得
△179 △179

利益剰余金から資本

剰 余 金 へ の 振 替
1,041 △1,041 -

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － △31 858 △165 660
当 期 末 残 高 5,752 6,238 65,304 △1,475 75,819

その他の包括利益累計額
非 支
配
株 主
持 分

純 資 産
合 計

その他有
価証券評
価差額金

繰 延
ヘ ッ
ジ
損 益

為替換
算調整
勘定

退 職 給
付 に 係
る 調 整
累 計 額

その他の
包括利益
累計額合
計

当 期 首 残 高 10,692 △16 4,217 729 15,622 4,496 95,278
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △805
親会社株主に帰属
する当期純利益

2,706

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動
△7

自己株式の取得 △1,500
自己株式の消却 -
自己株式の処分 448
役員報酬BIP信託によ

る自己株式の取得
△179

利益剰余金から資本

剰 余 金 へ の 振 替
-

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
△3,378 16 △2,576 △964 △6,902 △136 △7,039

当期変動額合計 △3,378 16 △2,576 △964 △6,902 △136 △6,378
当 期 末 残 高 7,314 - 1,641 △235 8,720 4,360 88,899
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〔注記〕

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の状況

連結子会社の数　　　　　　　　　　　40社

主要な連結子会社の名称

株式会社メイキコウ、新東エスプレシジョン株式会社、ハインリッヒワグ

ナーシントーマシーネンファブリーク社、シントーアメリカ社、ロバーツ

シントー社、青島新東機械有限公司、シントーブラジルプロドゥトス社

　フロン社は、従来、持分法適用関連会社でありましたが、当連結会計年

度において株式を追加取得したことにより子会社となったため、連結の範

囲に含めております。また、同社を連結の範囲に含めた事に伴い、同社の

子会社であった新東福龍金属磨料(青島)有限公司も当連結会計年度から連

結の範囲に含めております。

  シントーブラジルプロドゥトス社は、平成27年12月に、フロン社の子会

社であったフロンブラジル社の発行済株式を全て取得し完全子会社とした

ため、フロンブラジル社を当連結会計年度から連結の範囲に含めておりま

す。

　従来、連結の範囲に含めていたタケダ機販株式会社は、平成27年4月１日

付にて当社と合併したため、連結の範囲から除外しております。

(2) 非連結子会社の状況

非連結子会社の数　　　　　　　　　　10社

主要な非連結子会社の名称

シントーインドネシア社

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社10社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、い

ずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から

除外しております。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

持分法を適用した非連結子会社の数　　９社

主要な会社等の名称

シントーインドネシア社
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持分法を適用した関連会社の数　　　　５社

主要な会社等の名称

レンぺメスナーシントー社

　当連結会計年度において、新たにレンぺメスナーシントー社の株式を取

得したため、持分法適用の関連会社に含めております。

  フロン社は、従来、持分法適用関連会社でありましたが、当連結会計年

度において株式を追加取得したことにより連結子会社となったため、持分

法適用の範囲から除外しております。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数　１社

主要な会社等の名称

キャセイアジアパシフィック社

持分法を適用しない理由

　非持分法適用会社１社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度に関する事項

　連結子会社のうち、在外連結子会社22社の決算日は平成27年12月31日であり、

連結決算日と異なりますが、連結決算日との差は３ヵ月以内であるため、当該連

結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結決算を行っております。但

し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っ

ております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)を採用しておりま

す。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。
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② たな卸資産

　評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定)を採用しております。

製品、仕掛品

　受注生産品は個別法による原価法、投射材等は移動平均法による原価法を

採用しております。

原材料及び貯蔵品

　受注生産品等の製作に係る原材料及び貯蔵品は総平均法による原価法、投

射材等の製作に係る原材料は主に移動平均法による原価法を採用しておりま

す。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

　主として定率法を採用しております。但し、国内会社においては、平成10

年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除く)について定額法を採用し

ております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　　　　　7年～50年

機械装置及び運搬具　　　　　　　　4年～12年

その他　　　　　　　　　　　　　　2年～15年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

　定額法を採用しております。

③ リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　売掛金・貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備えるため、当連結会計年度における支給見込額

を計上しております。

③ 役員賞与引当金

　役員の賞与の支払いに備えるため、当連結会計年度における支給見込額を

計上しております。
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④ プラント保証引当金

　プラント及び大型受注機械等の検収引渡後の一定期間中のクレーム費用の

発生に備えるため、過去の売上高に対するクレーム費用発生高の割合を基礎

として当連結会計年度の売上高に対して発生見込額を計上しております。

⑤ 受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注

契約に係る損失見込額を計上しております。

⑥ 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、一部の連結子会社は、役員退職金

支給内規に基づき当連結会計年度末要支給額を計上しております。

⑦ 環境安全対策引当金

　保管するＰＣＢ廃棄物の処理費用の支出に備えるため、当連結会計年度末

において、その金額を合理的に見積ることができる額を計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

　売上高及び売上原価の計上基準については、当連結会計年度末までの進捗

部分について成果の確実性が認められる機械装置の製造等については工事進

行基準を、その他については出荷基準及び検収基準を適用しております。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの

期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。また、数理

計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額を、発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。

③小規模企業等における簡便法の採用

　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に簡便

法を適用しております。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社等の資産、

負債、収益及び費用は、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
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換算差額は、純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含

めて計上しております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

　原則的処理方法である繰延ヘッジ処理を採用しております。また、ヘッジ

会計の要件を満たす為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務について

は振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を満たしている場合に

は特例処理を採用しております。

(8) のれんの償却方法及び償却期間

　のれんは、10～12年の定額法により償却しております。

(9) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

５．会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下

「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計

基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離

等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合

の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するととも

に、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更してお

ります。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的

な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会

計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益

等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行ってお

ります。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結

会計基準第44－５項(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な

取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しており

ます。

　これによる当連結計算書類に与える影響は軽微であります。
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６．追加情報

（役員報酬ＢＩＰ信託）

　当社は、取締役（社外取締役を除く。）を対象に、信託を通じて自社の株式

を交付する取引を行っております。

(1)取引の概要

　当社は、平成27年6月24日の第118回定時株主総会決議に基づき、中期的な企

業価値増大への貢献意欲を高めることを目的に、透明性及び客観性の高い役員

報酬制度として、企業価値連動型の株式報酬制度である役員報酬ＢＩＰ信託を

導入いたしました。

　本制度は、平成28年３月末日で終了する事業年度から平成30年３月末日で終

了する事業年度までの３事業年度（以下「対象期間」という。）（※）を対象

として、企業価値の増大に応じて、対象期間終了時の一定時期に、役員報酬と

して当社株式等の交付等を行う制度です。交付する当社株式等は、役位ならび

に対象期間中の資本効率の改善度及び業績目標の達成度等に応じて定めておき、

対象期間を通じて資本効率が一定の改善度等に達した場合のみ、対象期間終了

後の一定時期に、役員報酬として当社株式等の交付等を行います。

　ただし、対象期間を通じて一定の資本効率の改善度等に達しない場合は、本

制度対象者へ当社株式等の交付等を行うことはありません。

　（※）信託期間の満了時において信託契約の変更及び信託追加を行うことに

より、信託期間の延長が行われた場合には、以降の各３事業年度をそれぞれ対

象期間とします。

(2)信託に残存する自社の株式

　信託に残存する自社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除

く。）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年

度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、179百万円、165,200株で

あります。
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連結貸借対照表

１．担保資産及び担保付債務

(1) 担保に供している資産

建物及び構築物 12百万円

土地 7百万円

計 20百万円

(2) 上記に対応する債務

短期借入金 279百万円

長期借入金 459百万円

計 739百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 36,540百万円

３．受取手形割引高 30百万円

４．受取手形裏書譲渡高 12百万円

５．輸出手形割引高 10百万円

連結株主資本等変動計算書

１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 54,580,928株

２．当連結会計年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,337,278株

(注) 当連結会計年度末日の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が

　　 165,200株含まれております。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決　　議
株式の
種 類

配当金の総額
(百万円)

１ 株 当 た り

配当額(円)
基 準 日 効力発生日

平成27年５月21日
取締役会

普通株式 380 7.00 平成27年３月31日 平成27年６月９日

平成27年11月10日
取締役会

普通株式 425 8.00 平成27年９月30日 平成27年12月７日

合計 805
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会

計年度となるもの

　平成28年５月23日開催の取締役会の議案として、普通株式の配当に関する事

項を次のとおり決定しております。

①配当金の総額 427百万円

②１株当たり配当額 8.00円

③基準日 平成28年３月31日

④効力発生日 平成28年６月７日

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定し、配当金の総

額には、信託に対する配当金１百万円が含まれております。

税効果会計関係

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

たな卸資産 171百万円

未払費用 188百万円

賞与引当金 567百万円

退職給付に係る負債 276百万円

投資有価証券 454百万円

有形固定資産 269百万円

繰越欠損金 207百万円

その他 994百万円

繰延税金資産小計 3,130百万円

評価性引当額 △1,360百万円

繰延税金資産合計 1,769百万円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △108百万円

海外関係会社の未分配利益 △2,070百万円

その他有価証券評価差額金 △2,894百万円

その他 △247百万円

繰延税金負債合計 △5,321百万円

繰延税金資産の純額 △3,552百万円

－ 34 －



金融商品関係

１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金と元本リスクが低い運用

商品等に限定し、また、銀行借入により資金を調達しております。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理の基準に沿ってリ

スク低減を図っており、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行っております。

また、外貨建ての営業債権は、為替変動リスクを回避するため、海外営業担当

部署からの依頼に基づき、経理・財務担当部署が為替予約取引の実行及び管理

を行っております。

　投資有価証券は主として業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動

リスクがある上場株式については、四半期ごとに時価を把握しております。

　支払手形及び買掛金は、原則１年以内の支払期日であり、外貨建ての営業債

務は、為替変動リスクを回避するため、海外調達担当部署からの依頼に基づき、

経理・財務担当部署が為替予約取引の実行及び管理を行っております。

　短期借入金の使途は主として運転資金であり、長期借入金の使途は主として

設備投資資金であります。

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。
（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額(＊１)

時価(＊１) 差額

(1) 現金及び預金 21,917 21,917 －

(2) 受取手形及び売掛金 36,030

貸倒引当金(＊２) △447

35,582 35,582 0

(3) 有価証券 8,691 8,691 －

(4) 投資有価証券 20,698 20,698 －

(5) 支払手形及び買掛金 (15,357) (15,357) －

(6) 短期借入金 (1,364) (1,364) －

(7) 未払法人税等 (1,418) (1,418) －

(8) 長期借入金 (14,576) (14,562) △13

(9) リース債務 (498) (498) 0

(＊１)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。

(＊２)受取手形及び売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
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（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事

項

(1) 現金及び預金

　現金及び預金の時価については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額

にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 受取手形及び売掛金

　受取手形及び売掛金の時価に関して、短期間で決済されるものについては、

時価は帳簿価額に等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。

決済までの期間が長期となるものについては、市場金利等の指標で割引いた現

在価値により算定しております。

(3) 有価証券

　有価証券の時価については、取引金融機関から提示された価格等によってお

ります。

(4) 投資有価証券

　投資有価証券の時価については、主として取引所の価格、取引金融機関から

提示された価格等によっております。

　なお、非上場株式(連結貸借対照表計上額6,007百万円)及び投資事業有限責任

組合出資金(連結貸借対照表計上額79百万円)は、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難と認められるため、上記投資有価証券には含めておりま

せん。

(5) 支払手形及び買掛金、(7) 未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

(6) 短期借入金

　短期借入金の時価については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に

ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、上記金額には１

年内返済予定の長期借入金(連結貸借対照表計上額639百万円)は含めておりま

せん。

(8) 長期借入金

　これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入または新規発行

を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

なお、長期借入金の金額には連結貸借対照表の流動負債の「短期借入金」に含

まれている１年内返済予定の長期借入金(連結貸借対照表計上額639百万円)を

含めて表示しております。
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(9) リース債務

　リース債務の時価については、元利金の合計額を同様のリース契約を締結す

る場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、

上記金額には連結貸借対照表の流動負債の「リース債務」と固定負債の「リー

ス債務」を合計した額を記載しております。

１株当たり情報

１株当たり純資産額 1,587円79銭

１株当たり当期純利益 50円57銭

　　（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、役員報酬ＢＩ

　　　　　Ｐ信託が所有する当社株式を、期末の普通株式数及び期中平均株式数の

　　　　　計算において控除する自己株式に含めております。

重要な後発事象

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年５月17日
新 東 工 業 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人　ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 中 康 行 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 奥 田 真 樹 ㊞

　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、新東工業株式会社の平成２７
年４月１日から平成２８年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のため
の基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算
書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算
書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統
制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正
な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書
類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、新東工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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貸 借 対 照 表

（平成28年３月31日現在）
（単位・百万円：未満切捨）

科 目 金 額 科 目 金 額
資　産　の　部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
有 価 証 券
製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 及 び 運 搬 具
工具・器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

48,181
7,530
5,948
2,704

16,492
8,691
1,066
2,175
1,075
686

2,080
△272

48,814
12,248
6,157
275

1,759
18
343

3,526
106
61
706
564
123
18

35,859
20,765
12,666
1,885
556

△15

負　債　の　部
流 動 負 債 15,106
支 払 手 形 1,082
電 子 記 録 債 務 5,038
買 掛 金 3,564
リ ー ス 債 務 100
未 払 金 149
未 払 費 用 1,474
未 払 法 人 税 等 1,138
前 受 金 514
賞 与 引 当 金 1,475
役 員 賞 与 引 当 金 70
プラント保証引当金 139
受 注 損 失 引 当 金 20
そ の 他 338

固 定 負 債 16,664
長 期 借 入 金 13,000
リ ー ス 債 務 142
繰 延 税 金 負 債 2,807
退 職 給 付 引 当 金 195
環境安全対策引当金 59
資 産 除 去 債 務 104
そ の 他 354

負　債　合　計 31,770
純 資 産 の 部

株 主 資 本 58,020
資 本 金 5,752
資 本 剰 余 金 6,195
資 本 準 備 金 6,195

利 益 剰 余 金 47,548
利 益 準 備 金 1,438
その他利益剰余金 46,110
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 252
株 式 消 却 積 立 金 1,600
別 途 積 立 金 36,500
繰 越 利 益 剰 余 金 7,757

自 己 株 式 △1,475
評価・換算差額等 7,204

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 7,204

純 資 産 合 計 65,225

資　産　合　計 96,995 負債及び純資産合計 96,995
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損 益 計 算 書

( 自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日 )

（単位・百万円：未満切捨）

科 目 金 額

売 上 高 59,493

売 上 原 価 40,793

売 上 総 利 益 18,699

販売費及び一般管理費 14,670

営 業 利 益 4,029

営 業 外 収 益

受 取 利 息 99

受 取 配 当 金 974

受 取 賃 貸 料 138

そ の 他 227 1,439

営 業 外 費 用

支 払 利 息 54

為 替 差 損 38

賃 貸 収 入 原 価 53

寄 付 金 40

設 備 移 設 費 用 41

そ の 他 127 355

経 常 利 益 5,112

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 22

抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 26 48

特 別 損 失

固 定 資 産 廃 却 損 20

減 損 損 失 153

投 資 有 価 証 券 評 価 損 717

そ の 他 4 895

税 引 前 当 期 純 利 益 4,265

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,585

法 人 税 等 調 整 額 △1 1,583

当 期 純 利 益 2,682
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株主資本等変動計算書

( 自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日 )

（単位・百万円：未満切捨）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主
資本
合計

資　本
準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金
利　益
剰余金
合　計

固定資
産圧縮
積立金

株　式
消　却
積立金

別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 5,752 6,195 24 6,219 1,438 253 1,600 36,500 6,921 46,713 △1,309 57,376

事 業 年 度 中 の 変 動 額

固定資産圧縮積
立 金 の 取 崩

△6 6 － －

実効税率変更に
よる固定資産圧
縮積立金の調整

5 △5 － －

剰余金の配当 △805 △805 △805

当 期 純 利 益 2,682 2,682 2,682

自 己 株 式 の 取 得 △1,500 △1,500

自 己 株 式 の 消 却 △1,170 △1,170 1,170 －

自 己 株 式 の 処 分 104 104 343 448

役員報酬ＢＩＰ信託によ

る 自 己 株 式 の 取 得
△179 △179

利 益 剰 余 金 か ら

資 本 剰 余 金 へ の

振 替
1,041 1,041 △1,041 △1,041 －

株 主 資 本 以 外 の

項目の事業年度中の変動

額 ( 純 額 )

事業年度中の変
動 額 合 計

－ － △24 △24 － △0 － － 835 834 △165 644

当 期 末 残 高 5,752 6,195 － 6,195 1,438 252 1,600 36,500 7,757 47,548 △1,475 58,020

評価・換算差額等

純資産
合　計

そ の 他
有価証券
評　　価
差 額 金

繰　延
ヘッジ
損　益

評価・
換　算
差額等
合　計

当 期 首 残 高 10,552 2 10,555 67,931

事 業 年 度 中 の 変 動 額

固定資産圧縮積
立 金 の 取 崩

－

実効税率変更に
よる固定資産圧
縮積立金の調整

－

剰 余 金 の 配 当 △805

当 期 純 利 益 2,682

自 己 株 式 の 取 得 △1,500

自 己 株 式 の 消 却 －

自 己 株 式 の 処 分 448
役員報酬ＢＩＰ信託によ

る 自 己 株 式 の 取 得
△179

利 益 剰 余 金 か ら

資 本 剰 余 金 へ の

振 替
－

株 主 資 本 以 外 の

項目の事業年度中の変動

額 ( 純 額 )
△3,347 △2 △3,350 △3,350

事業年度中の変動
額 合 計

△3,347 △2 △3,350 △2,706

当 期 末 残 高 7,204 － 7,204 65,225

－ 41 －



〔注記〕

重要な会計方針

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

　評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定)を採用しております。

製品、仕掛品

　受注生産品は個別法による原価法、投射材等は移動平均法による原価法を採

用しております。

原材料及び貯蔵品

　受注生産品等の製作に係る原材料及び貯蔵品は総平均法による原価法、投射

材等の製作に係る原材料は移動平均法による原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

　定率法を採用しております。但し、平成10年４月１日以降取得した建物(建物

附属設備は除く)については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　　　　 15年～50年

構築物　　　　　　　　　　　　　　7年～40年

機械及び装置　　　　　　　　　　　5年～12年

車両及び運搬具　　　　　　　　　　4年～ 7年

工具・器具及び備品　　　　　　　　2年～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

　定額法を採用しております。

(3) リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　売掛金・貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備えるため、当事業年度における支給見込額を計上

しております。

(3) 役員賞与引当金

　役員の賞与の支払いに備えるため、当事業年度における支給見込額を計上し

ております。

(4) プラント保証引当金

　プラント及び大型受注機械等の検収引渡後の一定期間中のクレーム費用の発

生に備えるため、過去の売上高に対するクレーム費用発生高の割合を基礎とし

て、当事業年度の売上高に対して発生見込額を計上しております。

(5) 受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に

係る損失見込額を計上しております。

(6) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額

を計上しております。

　なお、過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法により費用処理しております。また、数理計算上の

差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分した額を、発生の翌事業年度から費用処理すること

としております。

(7) 環境安全対策引当金

　保管するＰＣＢ廃棄物の処理費用の支出に備えるため、当事業年度末におい

て、その金額を合理的に見積ることができる額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

　売上高及び売上原価の計上基準については、当事業年度末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる機械装置の製造等については工事進行基準を、そ

の他については出荷基準及び検収基準を採用しております。
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５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、事業年度末の直物為替相場により円貨に換算し、為

替差額は損益として処理しております。

(2) ヘッジ会計の方法

　原則的処理方法である繰延ヘッジ処理を採用しております。また、ヘッジ会

計の要件を満たす為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については振

当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を満たしている場合には特例

処理を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理方法は、税抜方式を採用しております。

貸借対照表

１．有形固定資産減価償却累計額 22,813百万円

２．保証債務

　他の会社の金融機関からの借入債務等に対し、保証等を行っております。

株式会社メイキコウ 143百万円

新東エスプレシジョン株式会社 107百万円

ハインリッヒワグナーシントーマシーネンファブリーク社 1,763百万円

シントーアメリカ社 761百万円

シントーブラジルプロドゥトス社 421百万円

青島新東機械有限公司 280百万円

青島百利達鋼丸有限公司 136百万円

フロン社 839百万円

計 4,453百万円

３．関係会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権 4,028百万円

長期金銭債権 1,884百万円

短期金銭債務 650百万円

４．取締役に対する金銭債務 43百万円

５．輸出手形割引高 10百万円
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損益計算書

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 6,804百万円

仕入高 6,151百万円

営業取引以外の取引高 612百万円

株主資本等変動計算書

(1) 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

　普通株式 1,337,278株

(注) 当事業年度末の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が

　　 165,200株含まれております。

税効果会計関係

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

たな卸資産 85百万円

未払費用 83百万円

賞与引当金 446百万円

プラント保証引当金 42百万円

退職給付引当金 58百万円

投資有価証券 452百万円

関係会社株式 1,000百万円

有形固定資産 120百万円

その他 465百万円

繰延税金資産小計 2,756百万円

評価性引当額 △1,866百万円

繰延税金資産合計 889百万円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △108百万円

その他有価証券評価差額金 △2,837百万円

その他 △63百万円

繰延税金負債合計 △3,010百万円

繰延税金資産の純額 △2,120百万円
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関連当事者との取引

子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

種類 会社等の名称
議決権等の所
有(被所有)割
合 ( ％ )

関連当事者
との関係

取引の内容
取引
金額

科目
期末
残高

子会社

ハインリッヒワ
グナーシントー
マシーネンファ
ブリーク社

(所有）
直接100％

債 務 保 証
役 員 の 兼 務

債 務 保 証 1,763 ― ―

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

ハインリッヒワグナーシントーマシーネンファブリーク社への債務保証は、

同社が銀行から受けている前受金保証に対して債務保証を行ったものであ

り、保証料は受領しておりません。

１株当たり情報

１株当たり純資産額 1,225円03銭

１株当たり当期純利益 50円13銭

　　（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、役員報酬ＢＩ

　　　　　Ｐ信託が所有する当社株式を、期末の普通株式数及び期中平均株式数の

　　　　　計算において控除する自己株式に含めております。

重要な後発事象

　該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年５月17日
新 東 工 業 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人　ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 中 康 行 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 奥 田 真 樹 ㊞

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、新東工業株式会社の平
成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第１１９期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
記並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが
含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第１１９期事業年度の
取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報
告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と
意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な
会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査いたしました。

　また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規
則第１００条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議
に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構
築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし
ました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る
事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための
体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成
１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて
説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基
本となる重要な事項及びその他の注記）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成２８年５月２０日

新東工業株式会社　監査役会

監査役(常勤) 夏 目 俊 信 ㊞
監査役(常勤) 川 上 和 明 ㊞
監査役(社外監査役) 柴 田 稔 久 ㊞
監査役(社外監査役) 唐 木 康 正 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

 ＜会社提案(第１号議案から第３号議案まで)＞

第１号議案　取締役１１名選任の件

　取締役全員(１０名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了とな

ります。つきましては、経営体制強化のため１名を増員し、取締役１１名

の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

１

ひら

平
やま

山
まさ

正
ゆき

之
(昭和15年10月21日生)

平成12年６月 当社取締役
平成14年６月 当社代表取締役社長
平成20年６月 当社代表取締役会長（現任）
〔重要な兼職の状況〕
株式会社メイキコウ 取締役
シントーアメリカ社 取締役

138,238株

【取締役候補者とした理由】
　６年間代表取締役社長の職責を担った後、平成20年からは代表取締役会長
を務めており、経営トップとしての手腕を発揮してきました。取締役会にお
いては議長を務め、建設的な議論・意見交換を尊ぶ気風の醸成に努め、取締
役会の意思決定の機能を高めており、持続的な企業価値向上の実現のために
適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものでありま
す。

２

なが

永
い

井
 

　
あつし

淳
(昭和35年９月30日生)

昭和59年４月 当社入社
平成８年６月 当社取締役
平成14年６月 当社代表取締役専務取締役
平成18年６月 当社代表取締役社長（現任）
〔重要な兼職の状況〕
ハインリッヒワグナーシントーマシーネンファブリーク社 代表取締役
シントーアメリカ社 取締役
公益財団法人永井科学技術財団 理事長

436,304株

【取締役候補者とした理由】
　平成18年から代表取締役社長としての職責を担っております。当社事業
全般に関する知見を活かすとともに、グローバルビジネスに対する高い見識
を有しており、業務執行の最高責任者である社長として経営の指揮及び監督
を適切に行っております。こうしたことから、持続的な企業価値向上の実現
のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするもの
であります。
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候補者
番　号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

３

く

久
の

野
つね

恒
やす

靖
(昭和32年2月3日生)

昭和55年４月 当社入社
平成18年７月 当社執行役員
平成26年６月 当社取締役
平成28年４月 当社常務取締役 営業本部担当（現任）

23,660株

【取締役候補者とした理由】
　平成26年６月から取締役として経営に従事し、その役割・責務を実効的に
果たしております。当社のモノづくりの要である豊川製作所長を経て、営業
本部副本部長の経験もあり、生産および営業に関する知見を活かすことが可
能であることから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断
し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

４

い

伊
ざわ

澤
もり

守
やす

康
(昭和26年７月29日生)

昭和52年４月 新東ブレーター株式会社入社
平成16年４月 同取締役
平成21年４月 当社常務執行役員
平成24年６月 当社取締役
平成28年４月 当社取締役 開発部門管掌、鋳

物事業部担当（現任）

27,052株

【取締役候補者とした理由】
　平成24年６月から取締役として経営に従事し、その役割・責務を実効的に
果たしております。開発部門での豊富な経験と高い見識を有しており、開発
および技術に関する知見を活かすことが可能であることから、持続的な企業
価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任を
お願いするものであります。

５

たに

谷
ぐち

口
や

八
つか

束
(昭和31年12月10日生)

平成19年７月 新東ブレーター株式会社入社
平成21年４月 当社執行役員
平成26年６月 当社取締役 管理部門管掌、人

事部長（現任）

8,687株

【取締役候補者とした理由】
　平成26年６月から取締役として経営に従事し、その役割・責務を実効的に
果たしております。また、現在は人事部長および管理部門を管掌しており、
管理部門全般に関する知見を活かすことが可能であることから、持続的な企
業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任
をお願いするものであります。

６

※
もり

森
した

下
とし

利
かず

和
(昭和33年6月22日生)

昭和57年４月 当社入社
平成18年７月 当社執行役員
平成28年４月 当社常務執行役員 営業本部

長（現任）

34,091株

【取締役候補者とした理由】
　営業部門における豊富な経験に加え、鋳造事業部長を経て、現在は営業本
部長を務めております。営業全般における豊富な経験と高い見識を活かす
ことが可能であることから、持続的な企業価値の実現のために適切な人材と
判断し、今般、新たに取締役として選任をお願いするものであります。

－ 50 －



候補者
番　号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

７

※
はし

橋
づめ

詰
まさ

政
はる

治
(昭和27年10月26日生)

昭和60年４月 当社入社
平成18年７月 当社執行役員
平成24年６月 当社参与 藤和電気株式会社 

代表取締役社長（現任）

19,043株

【取締役候補者とした理由】
　技術部門での豊富な経験に加え、現在は子会社の代表取締役社長として手
腕を発揮してまいりました。鋳造事業全般に関する高い見識と子会社の経
営トップとしての実績を活かすことが可能であることから、持続的な企業価
値の実現のために適切な人材と判断し、今般、新たに取締役として選任をお
願いするものであります。

８

※
ご

後
とう

藤
 

　
つよし

剛
(昭和32年2月25日生)

昭和55年４月 当社入社
平成26年７月 当社プロダクションセンター長
平成27年７月 当社執行役員 プロダクショ

ンセンター長（現任）

3,414株

【取締役候補者とした理由】
　新生産システムの普及をはじめとする生産部門での豊富な経験と高い見
識を有し、現在はプロダクションセンター長を務めております。モノづくり
全般に関する知見を活かすことが可能であることから、持続的な企業価値の
実現のために適切な人材と判断し、今般、新たに取締役として選任をお願い
するものであります。

９

お

小
ざわ

澤
まさ

正
とし

俊
(昭和18年２月23日生)

昭和41年４月 大同製鋼株式会社(現 大同特
殊鋼株式会社)入社

平成16年６月 同代表取締役社長
平成22年６月 同代表取締役会長
平成26年６月 当社取締役（現任）
平成27年６月 大同特殊鋼株式会社相談役

（現任）

―株

【社外取締役候補者とした理由】
　企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役と
しての職務を適切に遂行し、当社の経営に活かしていただけると判断したた
め、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
　当社の社外取締役に就任してからの年数は２年です。
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候補者
番　号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

10

やま

山
うち

内
やす

康
ひと

仁
(昭和17年１月２日生)

昭和43年４月 トヨタ自動車工業株式会社
(現 トヨタ自動車株式会社)入社

平成７年６月 同取締役
平成13年６月 同専務取締役
平成17年６月 アイシン精機株式会社 代表取締役社長
平成27年６月 同顧問（現任）
平成27年６月 当社取締役（現任）

―株

【社外取締役候補者とした理由】
　自動車および自動車部品メーカーの経営者として、モノづくりに関する豊
富な実務経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂
行し、当社の経営に活かしていただけると判断したため、引き続き社外取締
役として選任をお願いするものであります。
　当社の社外取締役に就任してからの年数は１年です。

11

※
うえ

上
だ

田
よし

良
き

樹
(昭和28年３月10日生)

昭和51年４月 三菱商事株式会社入社
平成20年４月 同理事
平成22年６月 三菱商事テクノス株式会社 

代表取締役社長
平成27年６月 同顧問（現任）

―株

【社外取締役候補者とした理由】
　総合商社の経営幹部および専門商社の経営者として豊富な実務経験と高
い見識から経営を適切に監督いただけるものと考えており、社外取締役とし
ての職務を適切に遂行し、当社の経営に活かしていただけると判断したた
め、今般新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。

(注)1.※は新任の取締役候補者であります。
2.各候補者と会社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
3.小澤正俊、山内康仁および上田良樹の３氏は、社外取締役候補者でありま
す。

4.当社は、小澤正俊および山内康仁の両氏との間で会社法第427条第１項に基
づく責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、
法令に定める最低責任限度額としており、小澤正俊および山内康仁の両氏の
再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。ま
た、上田良樹氏が選任された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締
結する予定であります。

5.当社は、小澤正俊および山内康仁の両氏を東京証券取引所および名古屋証券
取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、上田良樹氏
は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件
を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
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第２号議案　監査役１名選任の件

　現任の社外監査役 柴田稔久氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任

されますので、その補欠として監査役１名の選任をお願いするものであり

ます。

　なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退

任する監査役の任期の満了する時までとなります。

　また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

※
こ

小
じま

島
とし

俊
ろう

郎
(昭和28年４月５日生)

昭和52年４月 株式会社日立製作所入社
平成12年７月 同リスク対策部長
平成27年７月 株式会社共同通信デジタル 

執行役員 リスク対策総合研
究所長（現任）

―株

【社外監査役候補者とした理由】

　リスク対策に携わった豊富な知見を、当社のコーポレートガバナンスの強化

に活かしていただくとともに、取締役の職務執行の監査を客観的な立場で実施

していただけると判断したため、今般新たに社外監査役として選任をお願いす

るものであります。

(注)1.※は新任の監査役候補者であります。
2.候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。
3.小島俊郎氏は、社外監査役候補者であります。
4.小島俊郎氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条
第１項に基づく責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づ
く責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

5.小島俊郎氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の
定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届
け出る予定であります。

第３号議案　取締役賞与支給の件

　当期の利益水準、従来に支給した取締役賞与の額、その他諸般の事情を勘案

しまして、当期末時点の社外取締役２名を除く取締役８名に対し、総額70,000

千円の取締役賞与を支給することといたしたく存じます。

　なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決定によることといたしたいと

存じます。
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 ＜株主提案(第４号議案)＞

　第４号議案は、株主(１名)からのご提案によるものであります。

　なお、提案株主の議決権の数は、320個であります。

第４号議案　取締役１名選任の件

　　取締役として、以下の１名の選任を求める。

　　候補者氏名：石田 初彦(提案株主)

　　　　　候補者の略歴につきましては、本定時株主総会会日の８週間前まで

　　　　に提案株主により提出されておりませんので、記載しておりません。

　　　(提案理由)

　　　　　新東工業株式会社は、適正な業務執行及びコーポレートガバナンス

　　　　機能の充実強化を図ることができる取締役を登用し、詐欺行為的な経

　　　　営体質を抜本的に変革する必要がある。また、自然災害などによるリ

　　　　スク管理を見直す必要があることに加え、石田初彦(提案株主)は、今

　　　　期の売上を12億円程度上積みできる用意があり、達成できなければ取

　　　　締役報酬を返納する。よって、石田初彦を取締役に選任することを提

　　　　案する。

　■　第４号議案に対する取締役会の意見

　　　　　取締役会としては、本議案に反対します。

　　　　当社は、社外監査役による監査の実施に加え、社外取締役及び社外監

　　　　査役が参画する指名・報酬委員会を設置して経営の監視機能を担って

　　　　おります。今後も経営の透明性を高め、経営環境の変化に柔軟かつ迅

　　　　速に対応できる組織体制を整備するとともに、グループ全社でコンプ

　　　　ライアンス体制を構築し、コーポレートガバナンスを有効に機能させ

　　　　ていく所存であります。また、自然災害を含めたリスク管理の強化に

　　　　つきましても、当社グループの重要な経営課題の一つと認識しており、

　　　　既にその強化・充実に取り組んでおります。従って、株主提案による

　　　　候補者を取締役に選任する必要はないと考えており、取締役会として

　　　　は、本議案に反対いたします。

以　上
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メモ欄



株主総会会場ご案内図

会 場　ミッドランドホール〔ミッドランドスクエア オフィスタワー５階〕

※ご来場の節は、JR・名鉄・近鉄・地下鉄・市バス等をご利用ください。

各「名古屋駅」から徒歩３分

なお、当日は駐車場・駐輪場の準備はいたしておりませんので、

ご了承ください。


